
 

子どももおとなも ゆとり広がる 学童保育に 

ー子どもの権利が守られる 運営指針の実現へ― 

 

 

 

 

 

 

今年の署名の確認・・・ 

 ↓大阪府へ（保育と学童）      ↓国へ（保育と学童）  

1 枚に２種類の署名

があります 

 
 

 

 

似ているけど 

それぞれ違う署名 

なので 

賛同いただける場合は

２カ所に氏名と住所を

書いてください。 

 

「署名欄に書く時の注意ってあるの？」 

筆記用具なんでも

いいの？ 

〇 消えないペンで書きましょう 

サインペン、ボールペンなど（黒、青） 

✕ 消えるものはダメ 

鉛筆、シャーペン、消えるペン 

氏名の書き方 フルネームで書きましょう。 

家族でも姓は省略できません。 

 

一筆一筆、大切な署名

です。 

自筆が望ましいですが

ご本人の了承があれば

代筆も可能です。 

住所の書き方 都道府県から番地まで書きましょう。 

府の署名のみ、同居家族の「同上」はＯＫ 

間違った場合 2 本線で消して、正しく書いてください 

年齢制限あるの？ 赤ちゃんからお年寄りまでＯＫ 

 

代筆はできるの？ 本人に承諾もらいましょう。 

国籍はだれでも？ 国内居住ならＯＫ。外国語表記もＯＫ。 

住所はどこでもい

いの？ 

国内居住ならＯＫ。府議会あて署名に、

他県の人が書いてもＯＫです。 

 

張り切って集めに出かけたけど 

確認したいことあった・・・ 

 

「署名欄に書く時の注意ってあるの？」 

「効果あるの？これまでの実績は？」 

「請願項目（お願い事）詳しく教えて」 

 

会えない人には 

電話したり 
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「効果あるの？これまでの実績は？」 

昨年の筆数 ●国会宛：１，１４６，１９０筆、 

府議会宛：  １７１，６１０筆の声が集まりました 

例）「洋式トイレが 

 ほしいねん」 

 

なんで署名に 

とりくむの？ 

●署名は、私たちが「こうなってほしい…」という願いを国や

自治体（大阪府・市町村）に直接届けることができるもので

す。私たちの声を反映させ、制度や施策を改善、拡充すること

につながります。 

請願って、何？ ●請願権（せいがんけん）は、国・府・市町村、また国会・大阪府議会・市町村議会

に対して、希望・苦情・要請を申し立てる権利です。 

●憲法 16 条では国民の権利として請願権が保障されており、国民が国政に対する要

望を直接国会に届けることができます。 

●請願は、請願者一人と「紹介議員」一人で行えますが、 

多くの人の共通の願いを「請願事項」（署名項目）にまとめ、 

賛同し署名する人が広がることで、大きな力になります。 

当事者（子ども、保護者、指導員など）の困り事や問題を

幅広く多く知ってもらう機会にもなります。 

 

●請願を届けるには、議員さんに当事者の実情を伝え、内容に

賛同をえて、紹介議員になってもらいます。そして議会で請

願内容の必要性を提起し、採択され、施策に反映されます。 

皆さんの声を 

議会に届けます！ 

 

★保育・学童保育の充実を、社会全体のねがいにしていきましょう。 

毎年署名に 

取り組んでるけど 

効果はあるの？ 

 

 

学童保育の「法律」への位置づけ、子どもの安心・安全・育ち

を守る「基準」、「整備充実や予算増額」などを求めて多くの署

名が集められてきました。コロナ禍での学童保育拡充署名は

2022 年に全会派一致で国会採択され（感染症や災害時に対応

するにも「指導員の資格・配置基準、施設の広さ、子どもの人

数の適正化を早急に改善してください」との内容）、国は学童保

育運営の安定化や子どもたちが毎日同じ指導員と安定的に生活

を営めるために 2024 年度「常勤職員・複数配置」のための費

用を予算化しました。 

 

 

毎年署名が続いてきたことの意義は大きく、保育・学童保育への理解が多くの人や

議員さんに広がり、一つ一つ改善され現在の内容や整備の到達になっています 
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指導員や保護者仲間で請願項目を読みあったり 

子どもの思っていることも聞きながら 

まずは伝えやすい人から、広げていってみませんか？ 

（親戚、職場仲間、立ち話できる間柄の人など） 

     これで 

説明もバッチリ！ 

   さあ集めに 

行こう！ 

    


